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総　　　評
◇特に良いと思う点

●　限られたスペースを工夫した運営を行なっています
　子どもの安全に配慮し、活動に集中できるように、遊びの空間と学習の空間を立札を使って分けています。活動場所には
子どもたちが意識しやすいように、遊びのルールを子どもたち自身で作成して掲示しています。遊ぶ際に守るべきルール
は、遊びの内容に応じて子どもたち自身がルールを話し合って決めることで自発的に行動できるように工夫しています。ま
た、校庭では危険個所を確認できるように、写真と文字を使ってわかりやすく掲示しています。
工作をする際は、工作スペースを作り、ハサミを安全に使えるようにしたり、折り紙や紙だけではなく、画用紙や新聞紙、スズ
ランテープ、廃材等の様々な素材を使うことで、幅広い想像力を培うきっかけ作りをしています。
子どもの希望により、毛布の貸し出しやスペースを作ってくつろげる場所を確保したり、体調が悪化している時は別室を使用
して、場面に応じた休息の場を提供するようにしています。
　
●　地域と連携して、子どもの安全・安心の場となるよう取り組んでいます
　子どもの安全を最優先に考えて、子どもが決まった道で集団下校できるようにしています。不審者情報や近隣で工事など
危険物がある場合は、小学校とも連携し、安全なところまでポイントを延長し、サポーターの協力のもと、見送りを行なってい
ます。サポーター懇談会も開催し、出た意見をもとに日々の運営に活かしています。
地域の中学校に子どもと一緒に参加したり、年3回ボランティアによる手話の会を開催、近隣の花屋さんの協力で定期的に
フラワーアレンジメント教室も行うなど子どもと地域がつながるように努めています。

◇更なる改善が望まれる点

●　マニュアルを整理して、より使いやすいものにすることが望まれます
　放課GO→クラブ運営の基本は受け入れた子どもに、年間を通して安全に過ごしてもらい、帰宅してもらうことです。そのた
めの安全管理・危機対応マニュアルや下校路安全シート、各種フローチャートなどが整備されています。しかし、マニュアル
として一つのファイルにまとめられたものは確認できませんでした。食物アレルギー対応や事故対応などの安全管理を中心
にして、登録時の説明マニュアルなども含め、全てのマニュアルをインデックスをつけて一つのファイルにまとめたり、改訂に
合わせて差し替えるなど適切に管理することが望まれます。

●　記録の取り方、情報共有の仕方に工夫が必要です
　特別な支援が必要な子どもについては、小学校とも連携をとり統一した支援方法を行っています。施設内でもミーティング
等で意見交換を行い、スーパーバイザーやエリアマネージャーからのアドバイスも受けながら、日々の支援をしています。し
かし、多くの特別支援児童が登録しているため、子どもたちの行動や状況に振り回されてしまうことが多くなるなど支援が難
しい状況もあります。子どもの良い点やちょっとした嬉しい出来事に目を向けた記録の取り方やいつもよりコミュニケーション
がスムーズにできた点を共有し合うようなミーティングの工夫が期待されます。良い点に着目する対応はどの子どもたちに
とっても良い支援となります。



a 評価項目を実施している

b 評価項目を実施しているが十分ではない

c 評価項目を実施していない

評価

1 ①　理念が明文化されている。 a

2 a

3 ①　理念や基本方針が職員に周知されている。 a

4
②　理念や基本方針が利用者等に周知されてい
る。 a

評価

5 ①　中・長期計画が策定されている。 a

6
②　中・長期計画を踏まえた事業計画が策定され
ている。 a

7 ①　計画の策定が組織的に行われている。 a

8 ②　計画が職員や利用者に周知されている。 a

中期事業計画では、法人全体としてのサービスの質の向上、
営業力強化、人財力強化、安全管理に着目した計画を立て
ています。長期計画では、法人の理念に基づく保護者への
サポートと地域貢献を目指して取り組んでいくことなどが明記
されています。中・長期計画を踏まえて学童部門の設定を行
い、施設で事業計画を策定しています。学童部門の目標とし
ては、具体的な数値目標や組織マネジメント目標が定められ
ています。

エリアマネージャー、スーパーバイザー、放課GO→クラブあ
かばね職員が参加する学期ごとの施設ミーティングにて、事
業計画の柱を決めています。施設ミーティングでは、前回の
協議の実施状況や運営状況を確認しながら、必要に応じて
随時計画の内容の見直しを行い、利用者のニーズに見合っ
た運営の実現に努めています。
施設長から他職員へは、年度初めや学期初めに、資料を基
に説明を行っています。子どもや保護者へは、毎月のおたよ
りや掲示にて周知をしています。
事業計画書は、情報共有棚に保管し、全職員が閲覧できる
ようにしています。

(２）　理念や基本方針が周知されている。

理念や基本方針は、代表から本部全体研修の際、職員に説
明を行い、施設ミーティングを通じて非常勤職員にも伝えて
います。
学童クラブ保護者へは入会資料説明会や新規登録申し込
み時、年2回の保護者会の場を通して説明しています。
また、協議会において地域の方やサポーター、学校に向け
て情報を周知しています。

（２）　計画が適切に策定されている。

　　Ⅰー２　計画の策定

詳 細 講 評

コ　メ　ン　ト　

法人の理念は、子育てに安心できる社会への貢献と、子ども
たちが未来を生きる力を培うことができる良い環境を作り、「こ
ころ・からだ・生活」の三位一体の保育を実現することです。
当クラブではこの理念を受けて、「安全・安心を第一にする」
「思いやりの心あふれる施設作り」を基本方針に定めていま
す。
理念や基本方針は、事業計画書に明文化し、協議会にて説
明しています。

　評　価　基　準

Ⅰ　福祉サービスの基本方針と組織

　　Ⅰー１　理念・基本方針

評価項目

 ② 理念に基づく基本方針が明文化されている。

（１）　理念、基本方針が確立されている。

コ　メ　ン　ト　評価項目

（１）　中・長期的なビジョンと計画が明確にされている。



評価

9
①　管理者自らの役割と責任を職員に対して表明
している。 a

10
②　遵守すべき法令等を正しく理解するための取
り組みを行っている。 a

11
①　質の向上に意欲をもち、その取組に指導力を
発揮している。 a

12
②　経営や業務の効率化と改善に向けた取組に
指導力を発揮している。 a

評価

13
①　事業経営をとりまく環境が的確に把握されてい
る。 a

14
②　経営状況を分析して改善すべき課題を発見す
る取り組みを行っている。 a

15 ③　外部監査が実施されている。 a

施設長の責任と役割は、職務分掌により職員に明示されて
います。施設長は管理者として、施設ミーティングで自らの責
任と役割を職員へ説明しています。
また法人の仕様書の確認、就業規則、入社時の遵守事項、
港区個人情報保護条例等を施設長が中心となって読み合わ
せを行い、全員が遵守すべき法令等を正しく理解するための
法人研修やOJTを行っています。

当クラブでは、施設長は職員の業務負担が偏らず、一人ひと
りが協力し合い相互フォローする仕組みとして、ホワイトボー
ド等を利用して相互業務の「見える化」を図っています。職員
ヒアリングを通じて、業務改善や意向を確認し、利用者アン
ケート分析や保護者会、協議会、ご意見BOX等に寄せられ
た意見を参考にして、業務の改善・効率化に努めています。
また、子どもへの指導方法を職員同士に伝え合い一貫した
指導ができるように組織全体の指導力向上も目指していま
す。

評価項目

Ⅰー３　管理者の責任とリーダーシップ

評価項目

（１）　管理者の責任が明確にされている。

子どもに関する各種情報は、関連の法律や法人本部の次世
代育成支援部、地域懇談会等にて情報収集し、メールや施
設ミーティングを活用して直接職員に伝達しています。また、
月ごとに港区に提出する事業実施報告書の利用者の推移や
利用率等の分析を行い、定期的に予算の見直し等、来年度
の経営状況の分析を行っています。
当放課GO→クラブでは、今年度は支援児の対応が課題と
なっており、放課GO→みた、放課GO➝クラブしろかねと合
同ミーティングも開催し、他施設での情報や具体的な対応方
法等を検討しています。
外部監査については、年2回それぞれ保護者2名に監査を依
頼し、おやつ代・お楽しみ会費の監査を実施しています。

（２）管理者のリーダーシップが発揮されている。

Ⅱ　組織の運営管理

（１）経営環境の変化等に適切に対応している。

Ⅱ－１　経営状況の把握

コ　メ　ン　ト　

コ　メ　ン　ト　



評価

16
①　必要な人材に関する具体的なプランが確立し
ている。 a

17
②　人事考課が客観的な基準に基づいて行われ
ている。 a

18
①　職員の就業状況や意向を把握し必要があれ
ば改善する仕組みが構築されている。 a

19 ②　福利厚生事業に積極的に取り組んでいる。 a

20
①　　職員の教育・研修に関する基本姿勢が明示
されている。 a

21
②　個別の職員に対して組織としての教育・研修
計画が策定され、計画に基づいて具体的 な取り
組みが行われている。

a

22
③　定期的に個別の教育・研修計画の評価・見直
しを行っている。 a

（１）　人事管理の体制が整備されている。

（２）　職員の就業状況に配慮がなされている。

Ⅱ－２　人材の確保・育成

（３）　職員の質の向上に向けた体制が確立されている。

職員採用に当たって求める資質を明確にし、幅広い年齢層
の職員をバランスよく配置しながら、業務規律に則った対応
ができる人材を求めています。採用前には現場訪問を行うこ
とで、人材とスキルのミスマッチが起こらない様に工夫してい
ます。
人事考課は、シートを用いて面談を実施し、職員の自己評価
と施設長及びエリアマネージャーとの客観的指標に基づく評
価が行われています。面談では職員に効果基準を示し、職
員一人ひとりの強みや課題、今後のキャリアプランを確認す
る場ともしています。

職員の就労状況は、労務担当者が勤怠管理システムで把握
をしています。また施設長とエリアマネージャーが職員と意思
疎通を図りながら意向の把握に努めています。職員が匿名
で相談できる窓口を法人の安全推進室に設置し、産業医に
よる相談の場の設置、リーダー向けにハラスメント研修を実施
するなど、法人としても労働環境の改善に取り組んでいま
す。福利厚生事業では各種休暇制度、ベネフィット・ワンを始
め、健康診断やインフルエンザ予防接種の補助、グループ
会社の保育士講座無料受講等などを実施しています。

法人本部では、職員の質の向上・専門性を高めるための研
修に力を入れており、年間研修計画を策定しています。入社
時、フォローアップ、リーダーやサブリーダー等の役職に応じ
た研修を始め、職員向けアンケート調査を行い、現場の意向
も取り入れた研修計画を立てています。
研修を受講した際は報告書を各自作成し、施設長が確認
後、本部へ提出しています。参加していない職員に対して、
施設ミーティングの時間に研修内容のフィードバックを行なっ
たり、OJTを通じて研修内容の共有を図っています。
また、職員は人事考課シートに個別研修計画を組み入れて
目標設定を行い、自己評価に加えて施設長や本部の評価を
受けています。

コ　メ　ン　ト　



評価

23
①　緊急時（事故、感染症の発生時など）の対応な
ど利用者の安全確保のための体制が整備されて
いる。

a

24
②　利用者の安全確保のためにリスクを把握し対
策を実行している。 a

評価

25 ①　利用者と地域とのかかわりを大切にしている。 a

26 ②　事業所が有する機能を地域に還元している。 a

27
③　ボランティア受入れに対する基本姿勢を明確
にし、体制を確立している。 a

28 ①　必要な社会資源を明確にしている。 a

29 ②　関係機関等との連携が適切に行われている。 a

30 ①　地域の福祉ニーズを把握している。 a

31
②　地域の福祉ニーズに基づく事業・活動が行わ
れている。 a

近隣学童の地域懇談会に出席して、多世代にわたる福祉
ニーズの情報を収集しています。
港区と慶應義塾大学が協同で運営するコミュニティづくりの
活動拠点「芝の家」のイベントに子どもたちと参加することに
より、地域住民にとって安全・安心なまちづくりに繋がったり、
多世代間交流ができ、こころの触れ合いの大切さを学ぶこと
ができる場となっています。また、イベントを通して地域全体
が困ったときに助け合えるような関係づくりを目指して、福祉
等活動に携わるきっかけ作りに努めています。

（３）　地域の福祉向上のための取組を行っている。

Ⅱ－４　地域との交流と連携

コ　メ　ン　ト　

地震やケガ、食物アレルギー等の緊急時の対応方法につい
て、全職員が慌てることなく適切な対応ができるように事務室
内に緊急連絡網や対応方法の掲示をしています。また、消
防署職員を講師としたAED研修、定期的な避難訓練、安全
マップを使用しての安全教育、子ども向けの注意喚起掲示
（いかのおすし）など、緊急時のリスク対応が整備されていま
す。
具体的な対応方法等の手順は整えられています。ヒヤリハッ
トや事故報告書については、日々のミーティングでの振り返
り、周知を徹底しています。

Ⅱ－３　安全管理

（2）　関係機関との連携が確保されている。

当クラブは小学校内に設置され、地域との交流が難しい立地
条件にありながらも、多くの地域連携行事を取り入れていま
す。
東麻布学童クラブや放課GO➝みた、神明子ども中高生プラ
ザ等、近隣の施設との合同行事企画、地域のお祭り（いろは
にほへっと芝まつり）への参加や、中学校が主催のまちぐる
み運動会へ参加し、地域とのかかわりを持つようにしていま
す。
また、地域住民を講師として招くプログラムの実施や民間企
業のインターン受け入れ、有償ボランティアの受け入れ等を
積極的に行い、地域との接点を多く取り入れ風通しの良い運
営体制を築いています。

評価項目

評価項目

（１）　地域との関係が適切に確保されている。

コ　メ　ン　ト　

事務所内に、近隣施設・病院の一覧を掲示しています。災害
発生時の緊急連絡網も一緒に掲示することで、緊急時の連
絡先を明確にしています。
虐待の疑いがある子どもや、気になる言動の子どもがいる場
合は、小学校、子ども家庭支援センター等、各関係機関と連
携をとって情報を共有し、対応にあたっています。保護者か
らの子どもについての相談も、保健センターなどの適切な関
係機関につなげることで、子どもや保護者の安全・安心な環
境を支える体制を整えています。

（１）利用者の安全を確保するための取り組みが行われている。



評価

32
①　利用者を尊重したサービス提供について共通
の理解をもつための取組を行っている。 a

33
②　利用者のプライバシー保護に関する規程・マ
ニュアル等を整備している。 a

34
①　利用者満足の向上を意図した仕組みを整備し
ている。 a

35
②　利用者満足の向上に向けた取り組みを行って
いる。 a

36
①　利用者が相談や意見を述べやすい環境を整
備している。 a

37
②　苦情解決の仕組みが確立され十分に周知・機
能している。 a

38
③　利用者からの意見等に対して迅速に対応して
いる。 a

入会資料に本部連絡先、放課GO→利用案内に会社名を記
載しています。施設内掲示物には連絡先を標記し、相談先
を明確にしています。ご意見BOXの設置や、来室できない保
護者を対象に、参加カードでコメントのやり取りや電話で対応
する等、保護者に合わせて意見を言いやすいよう対応を工
夫しています。また、事業者本部に利用者が直接相談するこ
とができる体制も整えています。
もらった意見は港区や本部でも共有し、報告書を作成してい
ます。施設長を中心に検討ミーティングを行い、意見の分析
や改善策を立てています。必要に応じて本部のスーパーバ
イザーやエリアマネージャーも含めて検討ミーティングに参
加しています。
苦情については区や小学校、本部へ報告し、協議のうえで
対応を決定し、利用者に伝えています。子ども同士のトラブ
ルが発生した場合は、小学校の担当職員や副校長等にも情
報を共有しています。

小学校内設置の施設であることを意識して、小学校の指針に
習って行動するように心がけています。年度ごとに放課GO→
クラブ実施要綱や仕様書の読み合わせを行い、全指導員が
公務の代行者としての共通意識をもち、行動しています。
子ども一人ひとりの特性を見極め、指導員の間で情報を共有
し、子どもの心に寄り添った声がけ等を行っています。
社内ではマニュアルを整備し、全職員がいつでも確認できる
環境を整え、個人情報に関わる書類は鍵付きキャビネットの
棚に保管しています。個人名を特定できる書類は通信機器
には通さず、直接提出するようにしています。

（２）利用者満足の向上に努めている。

評価項目

Ⅲ　適切な福祉サービスの実施

Ⅲ－１　利用者本位の福祉サービス

（３）利用者が意見等を述べやすい体制が確保されている。

（１）　利用者を尊重する姿勢が明示されている。

年1回の面談や、必要・希望に応じて適宜個別での相談に対
応しています。保護者会やサポーター懇談会では直接意見
を聞いたり、利用者アンケートの配布、また、匿名で自由な意
見を提出できるよう廊下に「ご意見BOX」を設置しています。
子どもを対象にリクエストBOXを設置して、子どもからの遊び
のリクエストやニーズを把握するようにしています。
面談等の相談内容や利用者アンケートの結果を考慮し、施
設ミーティング等で検討され、翌年度のプログラム計画への
反映や課題等検討し、今後に活かすように取り組んでいま
す。

コ　メ　ン　ト　



評価

39
①　サービス内容について定期的に評価を行う体
制を整備している。 a

40
②　評価の結果に基づき組織として取り組むべき
課題を明確にしている。 a

41
③　課題に対する改善策・改善計画を立て実施し
ている。 a

42
①　個々のサービスについて標準的な実施方法が
文書化されサービスが提供されている。 a

43
③　標準的な実施方法について見直しをする仕組
みが確立している。 a

44
①　利用者に関するサービス実施状況の記録が適
切に行われている。 a

45
②　利用者に関する記録の管理体制が確立してい
る。 a

46
③　利用者の状況等に関する情報を職員間で共
有化している。 a

Ⅲー３　サービスの開始・継続

評価

47
①　利用希望者に対して活動選択に必要な情報
を提供している。 a

48
②　サービスの開始にあたり利用者等に説明し同
意を得ている。 a

（３）　サービス実施の記録が適切に行われている。

評価項目

（１）サービス提供の開始が適切に行われている。

利用者には年度が始まる前に入会説明会を実施し、サービ
スの開始に当っての説明を行い、同意を得るようにしていま
す。一般登録利用者には、利用登録申し込みの際に個別で
サービス開始についての説明を行っています。
見学は随時受け入れており、未就学児や短期入学の希望者
も見学に来ています。
おたよりが利用者である子どもと保護者とのコミュニケーショ
ンツールになるよう、ルビを振ったりレイアウトやフォントを工
夫したり、活動内容が分かる写真を掲載しています。また、お
たよりは港区生涯学習スポーツ振興課にも設置して、保護者
だけではなく利用を検討している人にも情報を発信していま
す。

提供されるサービスやプログラムは事前に本部の決裁をもら
い、打ち合わせをしながら実施されています。実施されたプ
ログラムは、毎日のミーティングの中で実施状況等の振り返り
や反省点を洗い出し、報告書を作成して次年度の計画に活
かしています。
また、協議会・保護者会・サポーター懇談会・港区や小学校
からの意見を真摯に受け止め,その都度ミーティングを実施
し、改善策を検討しています。本部のスーパーバイザーやエ
リアマネージャーからも課題に対する改善計画を確認するよ
うにしています。
毎日の改善策の検討だけではなく、内容により、月ごとや年
ごとに改善計画を立てて継続して実施するように取り組んで
います。

コ　メ　ン　ト　

Ⅲ－２　サービスの質の確保

コ　メ　ン　ト　評価項目

（2）提供する福祉サービスの標準的な実施方法が確立している。

子どもが来る前にミーティングを行い、前日の子どもの様子
や小学校からの情報、家族や子どもの病気などの心身に伴う
情報、家庭環境の変化などの情報を職員間で共有し、子ども
の対応に当たっています。実施した内容は、指導日誌や支
援児日誌に記録し、本部と共有しています。
特別な配慮が必要な子どもについては、記録として児童状
況書を作成し、場合によっては保護者から生活状況を記入し
てもらい、職員が一貫した対応が取れるように努めています。
その日に起きた特記事項は、個人情報が洩れるリスクを最低
限に防ぐため、裏面に記入するようにしています。
ケガや子ども同士のトラブルなどで保護者と連絡を取った場
合、連絡帳やカードをコピーして情報を共有し、本部とも連
絡を取っています。ヒヤリハットや事故報告書として記録され
ています。

（１）質の向上に向けた取り組みが組織的に行われている。

個々のサービスは事業計画書を作成して、職員に周知して
います。半期ごとに計画書に沿って報告書を作成し、協議会
で報告しており、毎月の施設ミーティングでは職員とエリアマ
ネージャー、スーパーバイザーが出席し、振り返りと今後の計
画について確認をしています。
日々のミーティングでその日の運営の振り返りを実施し、翌
日へ活かしていますが、年2回行う協議会でもPTA役員・小
学校・港区に活動報告をして、活動内容を検証し、次回のプ
ログラムに反映させるよう取り組んでいます。



評価

49 ①　サービス実施計画を適切に策定している。 a

50
②　定期的にサービス実施計画の評価・見直しを
行っている。 a

評価

51
①  遊ぶ際に守るべき事項（きまり）が、利用者に
理解できるように決められている。 a

52
②　利用者が自発的かつ創造的に活動できるよう
に環境を整備している。 a

53
③　くつろいだり、休憩したりするふれあいスペース
を作っている。 a

54
①　保護者同士が交流する機会が設けられてお
り、保護者が企画や運営に参加している。 b

55
①　職員が個々の児童の状態や心理を考慮して
適切に援助している。 a

56
②　職員が個別・集団援助技術を念頭において、
個人や集団の成長に向けて働きかけている。 a

57
③  障害の有無や国籍の違いを超えて、児童が一
緒に遊びお互いに理解を深める取り組み が行わ
れている。

a

58
④　行事やクラブ活動が、日常活動とのバランスや
児童の自主性・主体性を育てることを意識して 企
画されている。

a

Ⅳ 放課GO→の活動に関する事項

（２）利用者に対するサービス実施計画が策定されている。

Ⅲー４　サービス実施計画の策定

年2回の保護者会、またクラブに入っている子どもの保護者を
対象に同じく年2回保護者会を設けて、普段顔を合わせない
保護者の繋がりができるきっかけ作りを行ってはいますが、顔
合わせ程度で終わっています。保護者会がお互いの顔を知
るだけではなく、会話や関係づくりのきっかけの場としても捉
え、保護者会のプログラム内容の工夫を期待します。

毎日のミーティングや施設ミーティングで、気になる子どもの
様子や心理状況を共有し合い、一貫した対応ができるように
しています。小学校とも連携して情報を共有、場合により保護
者と面談をすることで、子どもの周囲を取り巻く環境に配慮し
た援助を行っています。長期的な援助が必要な場合は、日
誌の裏に記入して職員間で情報を周知し、報告書を作成し
て継続的に見守る体制を取っています。
放課GO→クラブの登録申し込み用紙には、多国籍児童に
配慮して、英語版・中国版を用意し、当施設の理解をしてもら
えるようにしています。ひまわり学級の子どもについては、学
級担任と連携し、子どもが理解しやすいようにゆっくり話すな
ど、伝え方を工夫しています。また、様々な背景を持つ子ども
が互いの違い・理解を深められるようなプログラム構成や行
事、集団遊びを取り入れ、思いやりの心を育んでいます。
スポーツイベントでは、異学年交流を目的に上級生をリー
ダー役にして、協調性やコミュニケーション能力が養われるよ
うに努めています。

コ　メ　ン　ト　評価項目

評価項目

２　保護者への対応

３　児童への対応

プログラムを企画する際には、事前に計画書やタイムテーブ
ルを作成し、施設長や本部と共有・確認をしています。企画
された時点で、担当者と責任者の間で確認をしながら、利用
者にとって満足度の高いものになっているか意見交換をし
て、プログラムのすり合わせを実施しています。
プログラム終了後は、子どもたちの実際の声も聞き、施設ミー
ティングで計画等の見直しを行い、改善点を共有し、次年度
に活かすように努めています。また、協議会で実施した内容
を振り返り、評価・改善点などを伝えています。

コ　メ　ン　ト　

子どもの安全に配慮し、活動に集中できるように、遊びの空
間と学習の空間を立札を使って分けています。活動場所に
は子どもたちが意識しやすいように、遊びのルールを子ども
たち自身で作成して掲示しています。遊ぶ際に守るべきルー
ルは、遊びの内容に応じて子どもたち自身がルールを話し
合って決めることで自発的に行動できるように工夫していま
す。また、校庭では危険個所が明確に確認できるように、写
真と文字を使ってわかりやすく掲示しています。工作をする
際は工作スペースを作り、ハサミを安全に使えるようにしたり、
折り紙や紙だけではなく、画用紙や新聞紙、スズランテープ、
廃材等の様々な素材を使うことで、幅広い想像力を培うきっ
かけ作りをしています。
子どもの希望により、毛布の貸し出しやスペースを作ってくつ
ろげる場所を確保したり、体調が悪化している時は別室を使
用して、場面に応じた休息の場を提供するようにしています。

１　遊びの環境整備



59
①　利用者からの相談への対応が自然な形で行
われている。 a

60
②　虐待を受けた児童や不登校児への支援体制
が整っている。 a

61
①  障害のある児童の利用に対応する支援策が
整っている。 b

62
①  住民による子育て支援活動や健全育成活動を
促進している。 a

63
②　地域社会で児童が安全に過ごせるような取り
組みをしている。 a

64  ①　広報活動が適切に行われている。 a

65
②　放課GO→クラブの活動内容をわかりやすく知
らせ、利用促進につながるように創意ある広報活
動 が行われている。

a

特別な支援が必要な子どもについては、登録時にヒアリング
を行い所定用紙に記入してもらうなど、子どもの状況を把握
しています。小学校とも連携をとり、統一した支援方法が取ら
れますが、施設内でもミーティング等で意見交換を行い、
スーパーバイザーやエリアマネージャーからのアドバイスも受
けながら、常に最善の支援ができるよう努めていますが、支
援の必要な子どもの記録の取り方や良い点に着目した支援
の工夫が必要になっています。

５　障害児への対応

４　利用者からの相談への対応

お迎えの際に保護者と話す時間を作ったり、GO→登録の子
どもには参加カードに保護者通信欄を設けて、質問や相談
ができるようにしています。学童クラブの子どもには連絡帳を
活用して、GO→同様に意見を書くスペースを設けています。
保護者会でも時間を設け、意見があった際は報告書に記載
するようにしています。
また、気になる言動が見られる子どもについては、小学校や
関係機関とも連携して、対応を検討し文書にて情報を共有し
ています。虐待防止マニュアルも設置し、支援体制を整えて
います。

普段の活動の様子や行事内容が伝わりやすいように、写真
やイラストを活用し、利用案内や毎月のおたよりを発行してい
ます。写真については、登録時に保護者からの同意のもと取
り扱っています。
おたよりは近隣施設にも配布され、当施設の活動を地域の方
にもお知らせしています。また、赤羽小学校や保護者などか
ら紹介があった大学サークル（東京大学CAST）や地域施設
（芝の家など）とも連携を図り、子どもたちの交流活動を幅広
く行っています。

７　 広報活動

新規登録の際は、帰宅コースを伝え、子どもが決まった道で
集団下校できるようにしています。不審者情報や近隣で工事
など危険物がある場合は、学校とも連携し、安全なところまで
ポイントを延長し、サポーターの協力のもと、見送りを行って
います。サポーター懇談会も開催し、出た意見をもとに日々
の運営に活かしています。
地域の中学校のイベントに子どもと一緒に参加したり、年3回
ボランティアによる手話の会を開催、近隣の花屋さんの協力
で定期的にフラワーアレンジメント教室も行い、子どもと地域
がつながるように努めています。

６　地域の子育て環境づくり


